
施
策
目
標

現状と課題

施策

西東京市第３次基本構想・基本計画

基本目標3　笑顔で自分らしく暮らせるまち

7-1 地域福祉の推進

基本施策 7　人と地域がつながり安心して暮らすために

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域

共生社会をめざします。

▶地域における生活課題や福祉課題が多様

化・複雑化する中で、あらゆる人が住み

慣れた地域で安心して暮らすことができ

るよう、地域、暮らし、生きがいをみん

なで作り、共生できる包括的な地域福祉

の支援体制づくりが必要となっていま

す。

▶本市では、これまで取り組んできた「ほっ

とするまちネットワークシステム」や「ふ

れまち助け合い活動」に加え、「福祉丸

ごと相談窓口」を開設し、関係機関との

連携による相談受付を行える体制を整え

てきました。

▶ 8050 問題※、ひきこもり、ヤングケア

ラー※等の背景にある孤独・孤立の問題

をはじめ、複雑化・複合化するニーズへ

の対応が求められる中で、相談支援、参

加支援、地域づくりなどを一体的に実施

する重層的支援体制整備事業に取り組ん

でいますが、当事業の効果を高めていく

ためには、関係機関への周知や更なる連

携強化が必要です。

▶学校を核としたまちづくりを進める中で

　は、市民にとって身近な全世代型の相談

　機能や居場所機能の充実に向けた検討が

　必要です。また、ひきこもりやヤングケ

　アラーなどの問題について分野横断的な

　対応が求められています。

▶少子高齢化などの進行により、福祉分野

　に限らず、さまざまな分野で地域におけ

　る担い手不足が課題となっています。ま

　た、つながりの希薄化に起因する社会的

　孤立や制度の狭間の問題等が顕在化して

　います。

※ 8050 問題：80 代の親が 50 代の子どもの生活を支えるために経済的にも精神的にも強い負担を請け負うという社会問題のこと。
※ ヤングケアラー：本来 は 大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。
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成果指標 現状値 目標値

●福祉サービス第三者評価の受審事業所数

●地域福祉コーディネーター相談件数

●地域福祉推進員（ほっとネット推進員）の登録者数

（世帯）

10,000

14,000

18,000

22,000

26,000

30,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

15,749

18,651

20,690

87,457
89,734

97,018

R2

(2020)

H27

(2015)

H22

(2010)

（世帯）

高齢者世帯数（左軸） 市内全世帯数（右軸）

：西東京市版健康指標

西東京市第３次基本構想・基本計画

・地域福祉計画

・成年後見制度利用促進基本計画

■市内全世帯数と高齢者世帯数の推移

データ関連する個別計画等  

431 人

83 事業所

1,331 件

※高齢者世帯…世帯主が 65 歳以上の世帯

581 人

113 事業所

1,875 件

101



西東京市第３次基本構想・基本計画

5

4

2

1
重層的支援体制整備事業の

周知と連携強化
身近な相談窓口体制の充実

　地域福祉を支えるボランティアや福祉人

材を確保・育成するために、多くの市民が関

心を持ち、気軽に活動に参加できる仕組みづ

くりを進めます。

　地域と行政、社会福祉協議会や、民生委員、

児童委員、ＮＰО、ボランティア、民間事業

者など、地域福祉に関わるさまざまな主体が

相互に連携し、地域コミュニティの活性化に

取り組みながら、地域福祉を推進していく仕

組みづくりを進めます。また、市民同士が地

域での緩やかなつながりを形成し、互いに支

え合う意識を醸成するための取組を進めま

す。

　地域生活課題を抱える地域住民及びその

世帯に対する支援と、地域住民等による地域

福祉の推進のために必要な環境を一体的か

つ重層的に整備していく重層的支援体制整

備事業について、当事業の効果を高めていく

ために、周知や既存の制度を活用しながら、

更なる連携強化に努めます。

　市民にとって身近で利便性が高く、福祉や

生活に関するさまざまな相談を受け付ける

相談窓口を通して、相談者を各分野の相談支

援機関とつなぎ、課題解決に向けた支援を行

います。また、コーディネート機能の強化や

アウトリーチの充実などにより、誰一人取り

残さない、身近な全世代型の相談体制の強化

を進めます。

関係機関や団体・地域との

連携強化 
地域福祉を支える人材育成

基本施策 7　人と地域がつながり安心して暮らすために

3

　地域に点在する福祉拠点や公共施設の有

効活用などにより、誰でも気軽に集い、世

代を超えた交流ができる居場所づくりを進

めます。あわせて、趣味などを通じた交流

機会を創出するなど、居場所を利用するきっ

かけとなる取組の検討を進めます。

地域の特性を活かしたコミュ

ニケーションの場の創出

6

　誰もが自分らしく暮らすことができる、西

東京市版地域共生社会を実現するため、必要

な人が成年後見制度を適切に利用できる体

制の整備に向けて、中核機関の整備、成年後

見人等への報酬助成対象者の拡大等、制度利

用の促進に取り組みます。

成年後見制度の利用促進

目標の実現に向けた取組内容
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事業 事業概要 所管課

地域共生社会の

実現に向けた取

組（地域福祉コー

ディネーター事

業）

　地域福祉にかかる実態の把握に努めるとともに、地域福

祉コーディネーターによる関係者間の連携強化や地域活動

のリーダー人材の発掘、活動組織づくり等の支援を行い、

担い手の充実を図ります。

地域共生課

ふれあいのまち

づくり事業への

支援

　地域福祉の推進を図るため、西東京市社会福祉協議会が

行うふれあいのまちづくり事業に対する支援を行い、小地

域における住民主体の福祉活動を促進し、住民相互で助け

合う地域づくりを進めます。

地域共生課

身近な相談窓口

の設置に向けた

検討

　学校を核としたまちづくりの推進に向けた行政サービス

の一つとして、市民にとって身近で利便性が高い相談窓口

の設置について検討します。

地域共生課

関係各課

地域福祉を支え

る人材の育成

　地域福祉に関する普及啓発を行うとともに、福祉分野に

おける実習生等の受入れや地域活動に関する研修などを行

い、地域で活躍し、地域を支える人材の発掘・育成に取り

組みます。

地域共生課

地域福祉権利擁

護事業への支援

　認知症高齢者、精神障害者等の判断能力が不十分な方に

対する成年後見制度の相談や制度の普及広報等を行うとと

もに、保健福祉サービスに関する相談及び解決に向けた調

整を行います。

地域共生課

施策 7-1　地域福祉の推進

主要事務事業
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施
策
目
標

現状と課題

施策

西東京市第３次基本構想・基本計画

基本目標3　笑顔で自分らしく暮らせるまち

7-2 高齢者福祉の充実

基本施策 7　人と地域がつながり安心して暮らすために

高齢者がいつまでも住み慣れた地域でいきいきと安心して

暮らせるまちをめざします。

▶本市の総人口が今後緩やかに減少に転じ

　ていく一方で、高齢者人口は増加し、令

　和 11（2029）年には高齢化率※は 25％

　を超える見込みです。

▶本市では、住み慣れた地域で自分らしい

　暮らしを人生の最期まで続けることがで

　きるよう、医療・介護・介護予防・住ま

　い・生活支援を一体的に提供するための

　地域包括ケアシステム※の構築に取り組

　んできました。

▶人と人、人と地域がつながり、ともに支

　え合い、いつまでも楽しく自分らしく暮

　らせるよう、西東京市版地域包括ケアシ

　ステムを深化・推進していくことが必要

　です。

▶誰もがいつまでもいきいきと暮らして　

いくためには、高齢者自身の介護予防に

対する意識向上を図るとともに、さまざ

まな専門職の連携が重要です。

▶認知症の人や要介護高齢者の増加、単身・

　夫婦のみの高齢者世帯の増加が見込まれ

　る中、認知症の人や要介護高齢者への支

　援だけでなく、その家族等の介護者が抱

　える負担や複雑化した課題への対応が必

　要です。

▶認知症の有病率は年齢とともに高まるた

　め、今後、高齢者人口の増加に伴い、認

　知症の人やその家族が増加することが見

　込まれます。住み慣れた地域で安心して

　暮らせるよう、権利擁護に関する取組を

　引き続き行うとともに、認知症への理解

　を深め、地域で助け合い、支え合う意識

　の醸成、支援の強化・充実が必要です。

　また、さまざまな趣味活動やペット飼育

　等が認知症発症リスクの低減等につなが

　るといった研究も行われています。

▶高齢化の進展により、医療・介護両方の

　ニーズを有する高齢者が大幅に増加する

　中で、安心して在宅療養生活を継続でき

　るよう、医療・介護が有機的に連携する

　ことが重要です。

▶今後も介護サービス需要が増加していく

　ことが見込まれることから、介護・福祉

　を支える人材の確保・育成等が必要です。
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成果指標 現状値 目標値

●地域包括支援センター※の認知度

●医療と介護は連携していると思う割合

●ささえあい協力員・ささえあい訪問協力員の登

録者数

●自立している高齢者の割合

H30

(2018)

R1

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

R4

(2022)

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

10,178 10,200
10,499

10,715 10,814

47,785 48,294 48,734 49,275 49,687

（人） （人）

介護保険認定者数 高齢者人口

：西東京市版健康指標

西東京市第３次基本構想・基本計画

■高齢者人口と介護保険認定者数 ( 第１号被保険者）

の推移

データ関連する個別計画等  

・高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画

57.6%

40.7％

78.3%

64.8%

65.0%

78.0%

2,230 人

※ 高齢化率：65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合
※ 地域包括ケアシステム：高齢者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように、「医療、介護、介護予防、生活支援、住まい」

の５つのサービスを一体的に受けられる支援体制のこと。

※ 地域包括支援センター：地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行うために、

介護保険法で定められ、各区市町村に設置されている機関

1,813 人
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西東京市第３次基本構想・基本計画

4

5
2

1

基本施策 7　人と地域がつながり安心して暮らすために

　認知症の人とその家族への支援の充実を

図るとともに、認知症に関する正しい知識

の普及啓発や早期発見・早期対応の取組の推

進、認知症の人を地域で支える体制の構築

等を行います。当事者の声や視点を重視し

ながら、認知症地域支援推進員が中心となっ

て取組を推進します。

　市民や事業者に対して介護予防の普及啓

発を図るとともに、地域包括支援センター

や生活支援コーディネーターをはじめ、さま

ざまな専門職等の連携・協力体制を強化し、

効果的な介護予防の取組を推進します。

　在宅医療・介護連携による在宅療養を推進

し、地域ぐるみの見守りや支え合いととも

に、市民の力と専門職のチーム力を活かした

西東京市版地域包括ケアシステムの更なる

深化・推進に努めます。また、地域包括支援

センターにおける相談機能の充実・強化を図

りながら、他機関との連携により複合的な課

題解決に向けた支援を行います。

西東京市版地域包括ケアシ

ステムの更なる深化・推進

介護人材の確保・育成に向

けた取組の推進

　今後の介護サービス需要の高まりを見据

え、民間事業者と連携・協力し、介護人材の

確保・育成に向けた支援策を検討し、推進し

ます。

介護予防等の推進

認知症施策の推進

3 家族介護者への支援

　家族介護者の負担軽減を図るため、民間事

業者と連携・協力し、将来の介護に不安を持

つ方や介護を学びたい方を対象にケアラー

ズスクールを開催するなど、家族介護者への

支援策を検討し、推進します。

目標の実現に向けた取組内容
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施策 7-2　高齢者福祉の充実

事業 事業概要 所管課

地域包括ケアシ

ステムの深化・

推進

　保健・福祉・医療の連携体制の充実を図るとともに、在

宅療養を支援するための後方支援病床の確保など、住み慣

れた地域で最期まで自分らしい暮らしを継続するための環

境の整備を行います。

高齢者支援課

健康課

高齢者の介護予

防・生活支援体

制の充実

　生活支援コーディネーターの配置や地域資源の活用など

により、社会参加や支え合いの取組の促進など高齢者の介

護予防・生活支援体制の充実を図ります。

高齢者支援課

地域包括支援セン

ター事業の実施

　高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続で

きるよう、地域包括支援センターにおいてさまざまな相談・

支援を行うとともに、地域のネットワークづくりや市民へ

の意識啓発等を行います。

高齢者支援課

福祉会館施設の

改修

　福祉会館施設の老朽化や利用者の安全確保に対応するた

め、計画的な設備改修等を行います。
高齢者支援課

地域密着型サー

ビス等重点施設

の整備

　要支援者及び要介護者が住み慣れた地域で安心して暮ら

せるよう、地域密着型サービス事業所の整備を進め、介護

と医療の連携、施設入所待機者の解消を図ります。

高齢者支援課

短 期 集 中 予 防

サービスの推進

　要支援状態の方について、もう一度元の暮らしへ戻るこ

とを目指し、短期集中予防サービスを実施し、より効果的

な介護予防の推進を図ります。

高齢者支援課

家族介護者への

支援

　家族介護の不安や悩みを持つ家族介護者等を対象に、ケ

アラーズスクールを開催するなど、家族介護者の身体的・

精神的負担の軽減につながる取組を検討・実施します。

高齢者支援課

認知症の方への

支援

　認知症の方やその家族が地域で生活し続けるために、で

きる限り早い段階から適切な対応を行うことができる支援

体制を充実していきます。

高齢者支援課

介護人材の確保・

育成に向けた支援

　介護人材の育成及び市内介護サービス事業者への就労を

促進し、市内の介護サービス事業所の職員の確保及び育成

を支援することで、質の高い介護保険サービスの安定供給

を図ります。

高齢者支援課

主要事務事業
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現状と課題

施
策
目
標

施策

西東京市第３次基本構想・基本計画

基本目標3　笑顔で自分らしく暮らせるまち

7-3 障害者福祉の充実

基本施策 7　人と地域がつながり安心して暮らすために

障害のある人もない人もお互いが認め合い、支え合いなが

ら、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるまちを

めざします。

▶障害の種別にかかわらず、必要とする

サービスを利用しながら、障害のある人

本人が希望する地域で暮らし続けられる

よう、障害福祉サービスの対象範囲の拡

大やニーズの変化に応じた在宅生活を支

援するサービスの充実が求められていま

す。

▶本市では、グループホームや地域活動支

　援センター、放課後等デイサービスなど

　の充実とあわせて、障害や障害のある人

　に対する理解を深めるための普及啓発を

　進めてきました。

▶支援が必要な人は年々増加しており、子

　どもの障害の早期発見・早期療育の更な

　る充実や、障害のある人やその家族の高

　齢化への対応が課題となっています。

▶発達障害者や高次脳機能障害者、難病患

　者、医療的ケア児など、支援を必要とす

　る人の状態が多岐にわたっていることか

　ら、本人や家族のニーズやライフステー

　ジ※に応じた支援の質の向上、環境整備

　を進めていくことが必要です。

▶障害のある人やその家族、支援者等を支

える取組の一層の充実を図るとともに、

市民一人ひとりが障害や障害のある人へ

の理解を深めるための普及啓発など、互

いに支え合う社会の実現が求められてい

ます。

▶災害時に地域で見守り支え合える体制の

　構築や、障害のある人の権利擁護、成年

　後見制度の利用促進などにより、地域全

　体で障害のある人を支えていくことが必

　要です。

※ ライフステージ：人の一生において節目となる出来事で、出生、入学、卒業、就職、結婚、出産、子育て、退職などによって

区分される生活環境の段階のこと。
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成果指標 現状値 目標値

●地域活動支援センターの登録者数、利用延べ人数、

相談件数

●放課後等デイサービスの利用者数

●グループホーム等の利用者数

R4

(2022)

H30

(2018)

R1

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

（人）

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

5,798

5,751

5,702

5,557

5,487

1,468

1,443

1,426

1,357

1,315

2,293

2,147

2,036

1,988

1,754

身体障害者 知的障害者 精神障害者

：西東京市版健康指標

西東京市第３次基本構想・基本計画

■障害者数の推移

データ関連する個別計画等  

317 人

304 人

9,093 人

11,230 件

358 人

769 人

357 人

13,592 人

31,863 件

591 人

・障害者基本計画

・障害福祉計画・障害児福祉計画
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西東京市第３次基本構想・基本計画

3

2

1

基本施策 7　人と地域がつながり安心して暮らすために

　障害のある人が、地域で自立した生活を送

れるよう、ライフステージに応じた相談体

制と支援体制の充実を図ります。また、ニー

ズにあわせた障害福祉サービスの拡充を図

るとともに、安定的で質の高いサービス提供

を支援します。

　地域で安心して暮らせる生活環境を整え

るため、バリアフリー化や障害特性に配慮

した情報発信を進めるとともに、ＩＣＴの積

極的な活用や各種手続き等の見直しにより、

利便性の向上を検討します。また、障害のあ

る人がかけがえのない個人として尊重され、

障害の有無にかかわらず相互に人格と個性

を尊重し支え合う共生社会の実現に向けた

取組を進めます。

　障害のある人が、地域社会の一員として、

自らの力を発揮したいという希望をかなえ

るため、地域活動等に参加しやすい環境づく

りを進めます。また、介護する家族が抱える

不安などの軽減のため、家族同士の情報交換

や学びの機会を提供するとともに、家族が自

らの力を発揮したいという希望をかなえる

ため、家族の就労環境の整備やレスパイト支

援を進めます。

地域で安心して暮らせる環

境づくり

障害のある人の自立した生活

への支援

障害のある人や家族の自己実

現に向けた支援

目標の実現に向けた取組内容
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施策 7-3　障害者福祉の充実

事業 事業概要 所管課

障害者地域活動

支援センター事

業の充実

　障害のある人からの相談に応じ、必要な情報の提供及び

助言等の支援を行うとともに、日中活動の場として創作的

活動等の機会の提供及び社会との交流の促進等を行います。

障害福祉課

普及啓発・地域

交流事業の充実

　障害や障害のある人に対する市民の理解醸成に向けて、

講演会やイベント等における普及啓発活動や地域交流イベ

ント等を行います。また、障害のある人が利用する店舗へ

の普及啓発を図ります。

障害福祉課

障害のある人の

居場所づくり

　障害のある人の日中における活動の場所を確保するとと

もに、障害のある子どもが放課後・休日等に療育を行う放

課後等デイサービスや長期休暇における障害のある子ども

の居場所の充実を図ります。

障害福祉課

主要事務事業
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現状と課題

施
策
目
標

施策
基本目標3　笑顔で自分らしく暮らせるまち

7-4 社会保障制度の運営

基本施策 7　人と地域がつながり安心して暮らすために

市民の健康と生活の安定のため、社会保障制度の適正で健全

な運営に努めます。

▶生活保護受給者や生活困窮者の自立支援

　の強化等の国の動向を踏まえつつ、生活

　困窮からの早期脱却を目指した支援に取

　り組むことが必要です。

▶本市では、生活困窮者自立支援制度の充

　実や、ひきこもり・ニート対策を推進し

　てきました。

▶少子高齢化の進行や社会経済情勢の変

化、経済成長の先行きが不透明な状況な

どにより、我が国の社会保障制度の運営

は大変厳しい状況が続いており、持続可

能な制度運営が求められています。

▶現行の国民健康保険※制度には、被保険

者に医療費水準の高い高齢者や低所得者

が多く、保険料の確保が困難である等の

構造的問題があります。引き続き、国民

健康保険財政の健全化に努めるととも

に、医療費の適正化に向けた取組が必要

です。

▶今後、高齢化率の上昇が予測される中で、

　これまで以上に介護サービスの需要が高

　まり、給付費の増加が見込まれます。こ

　うした状況においても、必要なサービス

　が適切に提供されるよう、介護保険制度

　の安定的な運営に資する取組に努めるこ

　とが必要です。

関連する個別計画等  

・

・

国民健康保険財政健全化計画

高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画

※ 国民健康保険：国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関する必要な保険給付を行うための社

会保険で、主に市町村が運営している。
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成果指標 現状値 目標値

●生活困窮者自立支援の取組により就労した人数

●「社会保障制度の運営」の取組に対する市民満足度

1

2

3 介護保険制度の健全な運営
生活の安定と自立のための

幅広い支援

　生活保護制度の適正な実施に努めるとと

もに、生活保護受給者の自立を促すための支

援体制の充実や生活保護に至る前の生活困

窮者の支援などを行い、生活の安定と社会的

な自立、社会とつながることによる孤立の防

止などに取り組みます。

　保険料の見直しや徴収率の向上による財

政の改善を図ります。また、制度に関する啓

発活動を推進するとともに、特定健康診査等

を通した疾病予防の推進など、医療費の適正

化に向けたさまざまな取組を進めます。

　中長期的な地域の人口動態や介護ニーズ

の見込み等を適切に捉え、介護サービス基盤

の整備を進めます。また、給付適正化事業の

取組を着実に進めるなど、保険者機能の強化

に取り組みます。

国民健康保険制度の健全な運

営

4
後期高齢者医療制度の健全

な運営

　後期高齢者医療制度に関する理解をより

深めるため、制度に関する周知を図ります。

また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施により、高齢者の抱える多様な課題に対

応した、きめ細かな支援を実施します。

主要事務事業

事業 事業概要 所管課

ひきこもり支援 
の推進

　ひきこもり状態にある方に対し、個々の状況により社会 
参加や社会的自立、就労等を促進するため、社会的接点と 
しての居場所づくりや相談支援、家族会の開催など、包括 
的な支援を行います。

地域共生課

生活困窮者自立 
支援制度の取組

　生活困窮者の早期の自立を促すため、就労やその他自立 
に関する相談及び自立に向けたプランの作成等を行い、必 
要な支援を実施します。

地域共生課

高齢者の保健事 
業と介護予防の 
一体的実施

　高齢者が安心して、健康の保持・増進が図られ、健康な 
暮らしを送ることができるよう、関係各課が連携し、地域 
のフレイル・介護予防の推進や健康教育・相談事業の実施 
に取り組みます。

保険年金課 
関係各課

：西東京市版健康指標

50 人

20.0%

54 人

17.8％

（令和３年度）

目標の実現に向けた取組内容
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施
策
目
標

現状と課題

施策

西東京市第３次基本構想・基本計画

基本目標3　笑顔で自分らしく暮らせるまち

8-1 健康づくりの推進

基本施策 8　いつまでも健康で元気に暮らすために

一人ひとりのライフステージに応じた健康づくりに取り組

み、健やかで心豊かに生活できるまちをめざします。

▶本市では、「健康」応援都市の実現を目

指して、人とまちの健康づくりに取り組

んできました。市民一人ひとりの健康寿

命を延ばし主観的健康感の向上に向け

て、健康になること、健康であることを

地域で互いに支え合い、応援するまちと

しての取組を進めています。

▶生涯にわたり健康に暮らしていくために

　は、市民一人ひとりが自身の健康課題に

　気づき、健康意識を高め、行動変容につ

　なげることが必要です。

▶疾病の早期発見・早期治療のためには、

健康診査・がん検診の受診率向上を図る

ことが重要です。

▶乳幼児期から高齢期まで、ライフステー

ジに応じた健康教育・食育※、健康づく

りに関する情報提供が重要です。

▶社会とのつながりが心と体の健康に良い

　影響を与えることから、地域活動への参

　加を通じ、地域とのつながりを持ちなが

　ら暮らしていくことが大切です。

▶住み慣れた地域で暮らせるよう、より効

果的な健康づくり施策を展開するため、

関係機関や健康づくり活動を行う団体と

の協力・連携を進めることが必要です。

▶市民が地域で安心して医療が受けられる

　よう、かかりつけ医療機関を持つよう普

　及啓発を行うことが必要です。

▶本市における自殺死亡率は、国や都と比

較すると概ね低く推移しているものの、

誰も自殺に追い込まれることのない地域

づくりを目指して、生きる支援を推進し

ていくことが必要です。

※ 食育：様々な学習や体験などの経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間

を育てること。
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成果指標 現状値 目標値

●健康教育（講座）の参加者数

●メタボリックシンドロームの該当者・予備群の割合

●がん検診受診率

●適正体重を維持している人の割合

●睡眠による休養を取れている人の割合

H29

(2017)

H30

(2018)

R1

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

（人）

R4

(2022)
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H29
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R1
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R3

(2021)

1,416

1,019

472

1,008

872

807

985

761

455

676

健康教育 健康相談

：西東京市版健康指標

西東京市第３次基本構想・基本計画

・健康づくり推進プラン（健康都市

  プログラム）

・生きる支援推進計画

■健康教育及び健康相談への参加者数の推移

データ関連する個別計画等  

940 人

65.5％

59.0％

（令和５年度）

胃がん：　4.8％

大腸がん：29.6％

肺がん：　6.8％

乳がん：23.9％

子宮頸がん：19.0％

（令和３年度）

該当者：19.1％

予備群：11.1％

980 人

72.1％

67.0％

胃がん：　5.3％

大腸がん：32.6％

肺がん：　7.5％

乳がん：26.3％

子宮頸がん：20.9％

該当者：17.2％

予備群：10.0％
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1

2

市民の主体的な健康づくり

の支援

　健康に関する情報提供、健康教育・相談事

業の実施により、市民の健康意識を高めると

ともに、生涯にわたるライフステージに応じ

た健康づくりに向けて、生活習慣の改善に加

え、がんや生活習慣病の発症予防及び重症化

予防を図ります。また、健康診査・がん検診、

予防接種などの受診率の向上のための取組

を強化することで、疾病の早期発見・早期治

療に努めます。

　自分の生活にあった健康管理を行い、病気

の予防や早期発見・早期治療を行うために、

日頃から安心して相談や診察を受けること

ができる、かかりつけ医・歯科医・薬局の普

及啓発を進めます。また、地域の医療機関と

高度医療の機能を持つ中核病院等との地域

医療連携を進めます。

かかりつけ医療機関等の推進

3
「健康」応援都市の実現に向

けた取組の充実

　健康寿命の延伸に向けて、個人の健康状態

の改善や行動変容に加え、社会参加等による

社会とのつながりの強化、自らの健康情報を

入手できる仕組みづくり、ＳＮＳや健康アプ

リなどのＩＴ技術の活用、地域で健康づくり

や運動を行うことができる公園等の場所の

整備や居場所づくりなど、地域環境の充実に

取り組みます。また、まちなかに休憩できる

場所を設置するなど、まち全体で健康づくり

を進めます。

4 心の健康づくりの支援

　心の病の原因や自殺のリスク要因となり

得る健康問題、過労、生活困窮、家庭問題な

どを個人だけの問題ではなく社会的な問題

と捉え、必要な支援につながることができる

よう、「生きる支援」の推進を図ります。また、

さまざまな関係機関と連携し、悩みを抱える

人が早期に適切な支援窓口につながる取組

など、心の健康づくりに向けてきめ細かな支

援を進めます。

基本施策 8　いつまでも健康で元気に暮らすために

西東京市第３次基本構想・基本計画

目標の実現に向けた取組内容
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事業 事業概要 所管課

健康診査事業の

推進

　健康に対する意識付けや病気の早期発見・治療に向けて、

各種健康診査を実施するとともに、受診率向上を図るため

の取組を行います。

健康課

健康教育相談事

業の推進

　市民の身体機能の低下を防ぐため、ロコモティブシンド

ローム（運動器症候群）に関する正しい知識や生活上の留

意事項について普及啓発するための各種講座を開催します。

健康課

食育の推進に向

けた取組

　健康づくりに向けた市民の自発的な取組を支援します。

また、健康づくりのための食生活に関する普及啓発に取り

組みます。

健康課

予防接種事業の

実施

　伝染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防するため、

予防接種法等に基づき、各種予防接種を行い、公衆衛生の

向上及び健康増進を図ります。

健康課

がん検診事業の

推進

　がんの早期発見・早期治療を目的に、対策型検診のほか、

市独自の検診を含む７つの検診を実施します。また、精密

検査を含めた受診率の向上を図るため、情報提供等による

啓発に努めます。

健康課

健康づくりの推進

　市民の健康づくりを支援するための健康チャレンジ事業

の実施や健康アプリ「あるこ」の運用、健康づくりに取り

組む市内団体等の育成など、市民の主体的な健康づくりを

支援します。また、かかりつけ医療機関の普及啓発を行い

ます。

健康課

健康情報普及サ

イト事業の実施

　子どもに必要な予防接種を適切かつ計画的に受けられる

よう、予防接種の実施スケジュールや接種履歴を管理する

とともに、子育てに必要な情報を一括で確認できるアプリ

「いこいこ」を運営します。

健康課

健康づくり（運

動）の推進に向

けた検討

　学校を核としたまちづくりの推進に向けた行政サービス

の一つとして、心と体の健康の増進を図るため、身近な場

所での健康づくりや運動機会の充実について検討します。

関係各課

こころの健康・

自殺対策の推進

　生きることの包括的な支援として、必要に応じて誰もが

自殺対策に関する支援を受けられるよう、自殺対策を総合

的・効果的に推進します。

健康課

施策 8-1　健康づくりの推進

主要事務事業

西東京市第３次基本構想・基本計画
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施
策
目
標

現状と課題

施策
基本目標3　笑顔で自分らしく暮らせるまち

8-2 高齢者の社会活動や生きがいづ
くりの充実

基本施策 8　いつまでも健康で元気に暮らすために

高齢者が自身の知識や経験を活かして、生きがいを持ってい

きいきと楽しく活躍できるまちをめざします。

▶本市では、シルバー人材センターとの連

　携等により、高齢者の就労、社会参加の

　支援に取り組んできました。

▶本市の高齢者人口は今後も増加する見込

　みであり、高齢者がこれまでの知識や経

　験を活かし、地域の一員として、役割を

　持って活躍し、生きがいを持って社会参

　加することが重要です。

▶地域で活動している団体等との連携を促

　進し、より多様な活動機会を創出すると

　ともに、参加を希望する高齢者とを結び

　つける取組が必要です。

▶社会とのつながりを失うことは、心身が

　老い衰えるフレイル（虚弱状態）の最初

　のきっかけになることから、ボランティ

　ア活動や、学習、スポーツ・レクリエー

　ション活動、就労などを通じて、社会に

　参加していくことが重要です。

関連する個別計画等  

・高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画
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現状値 目標値

●介護支援ボランティアのポイント付与延べ人数

●高齢者生きがい推進事業への参加延べ人数

1 2高齢者の社会参加への支援

　高齢者一人ひとりがそれぞれの興味や関

心、特性に応じ、趣味や特技、知識や経験を

活かして、多様な社会参加につなげていける

よう、ニーズに応じた情報提供を進めます。

また、教養、文化芸術、スポーツ・レクリエー

ションなどの活動に参加したり、学習や発表

ができる場の機会の充実を図ります。

　元気な時から、「栄養・食・口腔」、「運動」、

「社会参加」の３つをバランス良く行い、早

めに自分のフレイルの状態に気づき、予防に

取り組めるよう意識啓発を促進するととも

に、フレイル予防に係る取組の担い手の育成

を推進します。

フレイル予防の推進

主要事務事業

事業 事業概要 所管課

高齢者の生きが

いづくり事業の

充実

　高齢者が、社会とのつながりを持ち、いきいきとした生

活を送れるよう、高齢者大学や各種教室等の開催など、高

齢者の生きがいづくりの更なる推進に取り組みます。

高齢者支援課

高齢者の社会参

加を促進する仕

組みの充実

　高齢者が、自らの希望に応じて、ボランティア、趣味活動、

就労的活動等の社会参加を行うことが出来るよう、相談窓

口の設置や情報を提供するサイトの運営等を行います。

高齢者支援課

シルバー人材セ

ンターへの支援

　高齢者の生きがいづくりを推進するため、就労を通じた

社会参加の機会を提供できるよう、西東京市シルバー人材

センターの運営を支援します。

地域共生課

フレイル予防事

業の推進

　健康寿命の延伸に向けて、フレイルに対する早期の気づ

きと行動変容を促し、フレイル状態を確認する「フレイル

チェック」を実施するとともに、フレイル予防にかかる担

い手の育成を行います。

高齢者支援課

目標の実現に向けた取組内容

：西東京市版健康指標

成果指標

5,783 人

231 人

11,500 人

528 人
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(2022)

登録者数 一般就労者数

施
策
目
標

現状と課題

施策
基本目標3　笑顔で自分らしく暮らせるまち

8-3 障害者の社会参加の推進

基本施策 8　いつまでも健康で元気に暮らすために

障害のある人が、地域の一員としてそれぞれの能力やスキル

を活かし、自分らしく活躍できるまちをめざします。

▶障害のある人一人ひとりがかけがえのな

　い個人として尊重されるとともに、障害

　の有無にかかわらず、誰もが地域の一員

　として、お互いの個性を尊重し合い、支

　え合う地域共生社会の実現が求められて

　います。

▶本市では、障害のある人が、それぞれの

　知識・スキルを活かした就労を選択でき

　るよう、就労支援体制の強化や就労定着

　支援などに取り組んできました。

▶より多くの人が希望する就労環境で働く

ことができるよう、障害者就労支援セン

ター「一歩」※を拠点とし、障害者雇用

に取り組む意欲ある民間企業等と連携

し、障害特性を考慮した、多様な働き方、

多様な勤務形態の雇用の確保に努めるこ

とが必要です。 

▶障害のある人が地域を中心とした活動に

　参加しやすくなるよう、障害に関する理

　解を深めるとともに、地域の人との交流

　を進めていくことが重要です。また、障

　害のある人が地域で活躍できる多様な機

　会や場づくりが求められています。

■就労支援センター「一歩」の登録者数及び一般就労

　者数の推移

データ関連する個別計画等  

・障害者基本計画

・障害福祉計画・障害児福祉計画
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現状値 目標値

●障害者（児）スポーツ事業への参加延べ人数

●就労定着支援の利用者数

●就労援助事業に登録して一般就労した人数

1 2
障害の特性に応じた多様な

社会参加の促進

　障害のある人の自己決定が尊重され、社会

参加できるよう、地域交流や普及啓発を推進

するとともに、障害のある人が地域の一員と

して、いきいきと活動できる仕組みづくりを

進めます。また、外出のための移動支援※や

文化芸術、スポーツ・レクリエーション活動

への参加支援など、さまざまなサービスを提

供します。

　障害のある人がその人にあった就労を選

択できるよう、障害者就労支援センター「一

歩」や公共職業安定所（ハローワーク）、特

別支援学校及び関係団体との連携を進め、雇

用の促進や就労の場の確保に努めます。ま

た、就労に向けた社会参加等の機会づくり

や、就労の継続・定着のための適切な支援が

受けられるよう、サービス提供体制の確保を

進めます。

障害のある人の雇用・就労

の促進

主要事務事業

事業 事業概要 所管課

障害者（児）ス

ポーツ等支援事

業の実施

　障害のある人のスポーツの機会を充実するため、スポー

ツ・レクリエーション活動や水泳教室等を開催します。
障害福祉課

障害者（児）移

送サービス事業

の充実

　障害のある人の日常生活における移動を支援することに

より、社会参加を促し、活動圏域の拡大を図ります。
障害福祉課

障害者就労支援

事業の充実

　障害のある人がそれぞれの知識・スキルを活かした就労

を実現できるよう、一般就労の機会拡大を図るとともに、

安心して働き続けるための就労・生活の一体的な支援を行

います。

障害福祉課

目標の実現に向けた取組内容

成果指標

377 人

178 人

73 人

936 人

653 人

369 人

※ 障害者就労支援センター「一歩」：西東京市に住む障害者に対し、就職し働き続けるために必要な情報提供、職業相談、職

業適性判定、職場定着支援などのサービスを提供する施設
※ 移動支援：屋外での移動が困難な障害者に対して、外出時の介助など、外出に伴って必要と認められる身の回りの支援を行う

こと。
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